
加治川地域まちづくり活動支援補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、加治川地域の持続的発展に資する自主的かつ主体的なま

ちづくり活動の支援及び地域コミュニティの担い手の育成を図ることを目

的として、予算の範囲内において加治川地域まちづくり活動支援補助金（以

下「補助金」という。）を交付することについて、新発田市補助金等交付規

則（昭和３３年新発田市規則第１０号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（補助金の交付対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、加治川地域において自主的かつ主体

的な活動を行っている、又は行おうとする法人格のある団体又は法人格のな

い任意団体とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の

交付の対象としない。 

⑴ 暴力団（新発田市暴力団排除条例（平成２４年新発田市条例第２号）第

２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は暴

力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同

じ。）がその運営等に実質的に関与していると認められる者 

⑵ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認めら

れる者 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、前条第

１項に規定する団体が他の団体等と連携して加治川地域（以下この項におい

て「地域」という。）において実施する新規に取り組む事業又は既存の活動

を拡充する事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。 



⑴ 地域に活気や賑わいをもたらす事業 

⑵ 地域の特性や資源を生かし、地域をＰＲする事業 

⑶ 伝統文化の保存、継承等に関する事業 

⑷ 安心・安全な地域づくりに関する事業 

⑸ 環境保全、景観美化等に関する事業 

⑹ 健康、福祉、子育て等の充実に関する事業 

⑺ 地域の産業、経済、観光等の振興に関する事業 

⑻ その他市長が特に必要と認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助事業としない。  

⑴ 政治的又は宗教的な目的のある事業  

⑵ 営利を目的とした事業  

⑶ 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業  

⑷ 他の制度による助成又は補助を受けている（受けることが確実である場

合を含む。）事業  

⑸ 公序良俗に反する事業 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助事業の実施に要した経費のうち別表に掲げる経費とする。ただし、次に掲

げる経費は、補助対象経費としない。 

⑴ 補助事業の実施に関わらず経常的に発生する経費 

⑵ 証拠資料等で支払金額が確認できない経費 

⑶ 飲食及び接待等に係る経費 

⑷ 補助事業の実施に必要な謝礼、謝金等以外の人件費 

⑸ 補助金の交付決定前に発生した経費 

⑹ 補助事業を実施する年度内に支払が完了しない経費 

⑺ 社会通念上不適切と認められる経費 

（補助金の対象期間及び補助金の額等） 



第５条 同一の補助事業に対する補助金の対象期間（対象年度）は、３箇年度

までとする。 

２ 補助金の額等は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、補助金の額に千

円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。 

対象年度 補助金の額 補助金限度額 

初年度 補助対象経費に１０分の１０を

乗じて得た額 

３０万円 

２年度 補助対象経費に４分の３を乗じ

て得た額 

２２万５千円 

３年度 補助対象経費に２分の１を乗じ

て得た額 

１５万円 

 

３ 次条に規定する補助金の交付申請は、年度ごとに行うものとする。 

４ 第３条第１項に規定する新規に取り組む事業又は既存の活動を拡充する事 

 業という要件は、補助金の対象年度が初年度のときにのみ適用する。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、加治川地域まちづくり活動支援

補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。  

⑴ 事業計画書（別記第２号様式）  

⑵ 収支予算書（別記第３号様式）  

⑶ 補助対象経費の金額が確認できる資料（見積書等）  

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、これを審査の上、

加治川地域まちづくり活動支援補助金交付決定通知書（別記第４号様式）又

は加治川地域まちづくり活動支援補助金不交付決定通知書（別記第５号様

式）により、当該申請者に通知するものとする。 



（変更交付申請） 

第８条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者（以下「補助決定者」と

いう。）が、やむを得ない事情により補助事業の内容を変更しようとすると

きは、加治川地域まちづくり活動支援補助金変更交付申請書（別記第６号様

式）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、前項に規定する補助事業の内容の変更を承認したときは、加治川

地域まちづくり活動支援補助金変更交付決定通知書（別記第７号様式）によ

り、当該補助決定者に通知するものとする。 

（取消申請）  

第９条 補助決定者が、事業の中止等の理由により補助金の申請を取り消そう

とするときは、速やかに加治川地域まちづくり活動支援補助金取消申請書

（別記第８号様式）を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。  

２ 市長は、前項に規定する取消しを承認したときは、加治川地域まちづくり

活動支援補助金取消承認通知書（別記第９号様式）により、当該補助決定者

に通知するものとする。 

(実績報告) 

第１０条 補助決定者は、補助事業が完了した日から起算して３０日を経過し

た日又は補助金の対象年度の翌年度の４月３０日のいずれか早い期日まで

に、加治川地域まちづくり活動支援補助金実績報告書（別記第１０号様式）

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

⑴ 事業報告書（別記第１１号様式）  

⑵ 収支決算書（別記第１２号様式）  

⑶ 補助対象経費の金額等が確認できる領収書等の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の確定）  

第１１条 市長は、前条に規定する実績報告の提出を受けたときは、書類の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査の上、補助金の額



を確定し、加治川地域まちづくり活動支援補助金確定通知書（別記第１３号

様式）により当該補助決定者に通知し、補助金を交付するものとする。 

（補助金の概算払）  

第１２条 市長は、補助決定者の申請により、特に必要があると認めるときは、

補助事業の終了前に補助金を支払うことができる。 

２ 補助決定者は、前項に規定する補助事業の終了前の補助金の支払（概算払）

を必要とするときは、加治川地域まちづくり活動支援補助金概算払申請書

(別記第１４号様式)を市長に提出しなければならない。 

（補助金の取消し等）  

第１３条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

⑴ 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。  

⑵ 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。  

⑶ その他市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。  

２ 前項に規定する場合において、既に補助金が交付されているときは、補助

金の全部又は一部を返還させることができる。 

（その他）  

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （新発田市橡平桜守る運動支援交付金交付要綱の廃止） 

２ 新発田市橡平桜守る運動支援交付金交付要綱（平成２３年５月２４日制定）

は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ 当分の間、前項の規定による廃止前の新発田市橡平桜守る運動支援交付金

交付要綱の規定により令和６年度において橡平桜守る運動支援交付金を受



けた団体への第５条第２項の適用については、同項の表中「４分の３」及び

「２分の１」とあるのはそれぞれ「１０分の１０」と、「２２万５千円」及

び「１５万円」とあるのはそれぞれ「３０万円」とする。 

別表（第４条関係） 

補助対象経費 

 費 目 説  明 

１ 消耗品費 
補助事業に直接必要な消耗品（補助事業の参加者に提供す

るペットボトル等の飲料、菓子等を含む。） 

２ 報償費 
講師等への謝礼（旅費を含む。）、専門的技能を有する者へ

の謝金等 

３ 印刷製本費 チラシ、ポスター等の印刷費用、関係資料等の製本費用等 

４ 通信運搬費 補助事業の実施、連絡等に要する郵便費用等の通信費 

５ 
使用料・賃借

料 

補助事業に要する会場、設備等の使用料、車両、機械等の

借上料 

６ 保険料 損害保険料 

７ 材料費 事業に直接必要な材料費（模擬店等に要する材料費等） 

８ 備品費 

事業に直接必要な器具、機材等 

※備品費については、補助対象経費の１／３以下とし、か

つ、補助金限度額のうち５万円を上限とする。 

９ その他の経費 市長が特に必要と認める経費 

 

 

 


